
 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

■■■■    対象対象対象対象はははは、、、、所得税所得税所得税所得税のののの源泉徴収義務源泉徴収義務源泉徴収義務源泉徴収義務のあるのあるのあるのある給与支払者給与支払者給与支払者給与支払者（（（（事業主事業主事業主事業主））））ですですですです。。。。    

■■■■    特別徴収義務者特別徴収義務者特別徴収義務者特別徴収義務者としてとしてとしてとして指定指定指定指定されるとされるとされるとされると、、、、所得税所得税所得税所得税のののの源泉徴収源泉徴収源泉徴収源泉徴収とととと同様同様同様同様にににに、、、、給与支払者給与支払者給与支払者給与支払者

（（（（事業主事業主事業主事業主））））がががが、、、、毎月従業員毎月従業員毎月従業員毎月従業員にににに支払支払支払支払うううう給与給与給与給与からからからから個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税（（（（個人市町個人市町個人市町個人市町村民税村民税村民税村民税とととと個人個人個人個人

県民税県民税県民税県民税））））をををを徴収徴収徴収徴収（（（（差差差差しししし引引引引きききき））））しししし、、、、納入納入納入納入していただしていただしていただしていただくことになりますくことになりますくことになりますくことになります。。。。    

■■■■    会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市・・・・猪苗代町猪苗代町猪苗代町猪苗代町でででではははは、、、、従業員規模従業員規模従業員規模従業員規模によりによりによりにより段階的段階的段階的段階的なななな指定指定指定指定((((※※※※))))をををを行行行行いいいいますがますがますがますが、、、、

３３３３年後年後年後年後のののの２９２９２９２９年度年度年度年度をををを目標目標目標目標にににに、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして管内管内管内管内すべてのすべてのすべてのすべての対象事業主対象事業主対象事業主対象事業主をををを特別徴収義務特別徴収義務特別徴収義務特別徴収義務

者者者者にににに指定指定指定指定しますしますしますします。。。。    

    

    

    

毎年５月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」を 

お送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の１０日 

までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。 

 

 

 
 

 

  

 特別徴収税額の通知 

（５月３１日まで） 

 

 給与支払報告書の提出 

（１月３１日まで） 
 

税額の計算 

 給与支払いの際に 

税額を徴収 

６月から翌年の５月まで 

毎月の給与支給日 

 特別徴収税額の通知 

（５月３１日まで） 

 

  税額の納入 

（翌月１０日まで） 

 

 

平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから    

対象対象対象対象となるとなるとなるとなる事業主事業主事業主事業主のののの皆様皆様皆様皆様をををを    

個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税のののの特特特特別徴収別徴収別徴収別徴収義務者義務者義務者義務者

としてとしてとしてとして指定指定指定指定ししししますますますます 

 

 

 

 

事事事事    業業業業    主主主主    がががが    行行行行    うううう    特特特特    別別別別    徴徴徴徴    収収収収    のののの    事事事事    務務務務    

特特特特    別別別別    徴徴徴徴    収収収収    にににに    よよよよ    るるるる    納納納納    税税税税    のののの    しししし    くくくく    みみみみ    

市町村 事業所 従業員 

３３３３    
２２２２    

１１１１    

４４４４    ３３３３    

５５５５    

会津管内会津管内会津管内会津管内１３１３１３１３市町村市町村市町村市町村とととと    
福島福島福島福島県県県県会津地方振興局会津地方振興局会津地方振興局会津地方振興局からのからのからのからの    

おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    

※※※※会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市・・・・猪苗代町猪苗代町猪苗代町猪苗代町によるによるによるによる指定指定指定指定（（（（人数人数人数人数はははは事業所全体事業所全体事業所全体事業所全体のののの総従業者数総従業者数総従業者数総従業者数））））    

            ◎◎◎◎    ２７２７２７２７年度年度年度年度１０１０１０１０人以上人以上人以上人以上、、、、２８２８２８２８年度年度年度年度５５５５人以上人以上人以上人以上、、、、２９２９２９２９年度全事業所年度全事業所年度全事業所年度全事業所をををを指定指定指定指定しますしますしますします    



  個人住民税の特別徴収 
 

Ｑ1 
特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収はははは新新新新しいしいしいしい制度制度制度制度ですかですかですかですか。。。。    

なぜなぜなぜなぜ、、、、いまさらいまさらいまさらいまさら特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収をしないといけないのですかをしないといけないのですかをしないといけないのですかをしないといけないのですか。。。。    

    地方税法地方税法地方税法地方税法ではではではでは、、、、従来従来従来従来からからからから所得税所得税所得税所得税をををを源泉徴収源泉徴収源泉徴収源泉徴収しているしているしているしている事業者事業者事業者事業者（（（（給与支払者給与支払者給与支払者給与支払者））））はははは、、、、

従業員従業員従業員従業員のののの個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税をををを特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収しなければならないこととされていますしなければならないこととされていますしなければならないこととされていますしなければならないこととされています。。。。    

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、当年の４月１日現在給与の支払

いを受けている場合には、事業主は特別徴収しなければならないことになってい

ます。 

Ｑ2 
今今今今からからからから特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収にににに切切切切りりりり替替替替えるとなればえるとなればえるとなればえるとなれば、、、、手間手間手間手間もかかりますもかかりますもかかりますもかかります。。。。    

これをすることでこれをすることでこれをすることでこれをすることで何何何何かメリットはあるのですかかメリットはあるのですかかメリットはあるのですかかメリットはあるのですか。。。。 

個個個個人住民税人住民税人住民税人住民税のののの特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収はははは、、、、所得税所得税所得税所得税のようにのようにのようにのように、、、、税額税額税額税額をををを計算計算計算計算したりしたりしたりしたり年末調整年末調整年末調整年末調整をするをするをするをする

手間手間手間手間はかかりませんはかかりませんはかかりませんはかかりません。。。。                                                                                                    

税額の計算は給与支払報告書等に基づいて市町村で行い、従業員ごとの個人住

民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収（差し引

き）し、合計額を翌月の１０日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていた

だくことになります。    

なお、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向

く手間を省くことができます。納め忘れにより延滞金がかかる心配もありません。 

さらに、普通徴収の納期が原則として年４回であるのに対し、特別徴収は年

１２回なので従業員（納税義務者）の１回あたりの負担が少なくてすみます。 

Ｑ3 新新新新たにたにたにたに特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収をををを行行行行うにはうにはうにはうには、、、、どのようなどのようなどのようなどのような手続手続手続手続きをすればよいですかきをすればよいですかきをすればよいですかきをすればよいですか。。。。 

例年例年例年例年どおり１どおり１どおり１どおり１月末月末月末月末までにまでにまでにまでに「「「「給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書」」」」をををを御提出御提出御提出御提出いただければいただければいただければいただければ、、、、特特特特にににに手続手続手続手続

きをきをきをきを行行行行わなくてもわなくてもわなくてもわなくても特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収にににに切切切切りりりり替替替替わりますわりますわりますわります。。。。    

詳しくは、市町村の住民税担当課にご確認ください。 

 

 

市町村名 担当課 電話番号 市町村名 担当課 電話番号 

会津若松市 税務課 0242-39-1223 湯川村 住民税務課 0241-27-8820 

喜多方市 税務課 0241-24-5217 柳津町 総務課 0241-42-2113 

北塩原村 税務課 0241-23-3114 三島町 町民課 0241-48-5555 

西会津町 町民税務課 0241-45-2212 金山町 住民課 0241-54-5121 

磐梯町 総務課 0242-74-1213 昭和村 総務課 0241-57-2113 

猪苗代町 税務課 0242-62-2113 会津美里町 税務課 0242-78-2118 

会津坂下町 総務課税務管理班 0242-84-1502 福島県会津地方振興局県税部 0242-29-5241 

 

Ｑ＆Ａ

ＡＡＡＡ    

ＡＡＡＡ    

ＡＡＡＡ    

◎お問い合わせ先 

福島県会津地区地方税滞納整理推進会議 


